
 

 

 

  

 

 

 

    

    

地球温暖化への対応が議論される中、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下「省エ

ネ法」とします。）が改正され、平成２２年４月１日から施行されました。滋賀県でも、平成２３

年４月１日から「滋賀県低炭素社会づくりに関する条例」が施行されました。 

一方、東日本大震災の大津波による東京電力㈱原子力発電所の事故で原子力発電の安全性に疑問

が投げかけられ、全国の原子力発電所の定期点検後の再稼働が難しい状況になってきています。特

に関西電力㈱は原子力発電の比率が高く、電力供給能力のひっ迫状況が懸念されています。 

このような状況下、省エネルギーは、必須課題であり、各事業所では、様々な取組がされていま

す。 

ここでは省エネルギーに関する情報を適宜お伝えすることとし、今回は、省エネ法及び滋賀県の

条例について紹介します。 

 

 

 

１．この法律では、エネルギーを有効に使用することを目的に、エネルギーの大規模使用者に厳

しい規制を課しています。 

２．一般の消費者にも、効率のよい機器の採用とエネルギーの有効利用が求めています。 

改正された省エネ法の事業場の関する規定は次のとおりです。 

 

 １１１１））））事業者単位事業者単位事業者単位事業者単位ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー管理管理管理管理    

  従来エネルギー管理は、「「「「工場工場工場工場・・・・事業場単位事業場単位事業場単位事業場単位」」」」でしたが、今回の改正では、「「「「事業者事業者事業者事業者全体全体全体全体」」」」に

変わりました。 

① 定事業者の定義 

   特定事業者とは、事業者全体（本社、工場、支店、営業所など）の年間エネルギー使用量の合

計が、原油換算値で 1,500KL/年以上の事業者を指し、該当する事業者は本社所在地を管轄す

る経済産業局に届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。 

  ②特定事業者の義務 

   ⅰ)エネルギー管理統括者と管理企画推進者をそれぞれ１名選任して、事業者全体のエネルギ

ー管理を推進しなければなりません。 

◎ エネルギー管理統括者等（企業の役員クラス） 

◎ エネルギー管理企画推進者（エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士でエネ

ルギー管理統括者を補佐する者） 

   ⅱ) 定期報告書、中長期計画書を事業者単位で本社所在地を管轄する経済産業局に提出しなけ
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１１１１．．．．省省省省エネエネエネエネ法法法法のののの改正改正改正改正    



ればなりません。 

 ２２２２））））工場工場工場工場・・・・事業場事業場事業場事業場にににに係係係係るるるる措置措置措置措置    

   工場又は事業場に対して、エネルギーの使用の合理化に関する事業者の「判断基準」が告示さ

れており「管理基準」を設定して管理することが求められています。 

   「「「「判断基準判断基準判断基準判断基準」」」」とはとはとはとは････････････    

エネルギーの使用の合理化を適切かつ有効に実施するため、省エネ法に基づいて経済産業

大臣が定める基準のことです（平成２１年経済産業省告示第６６号）。 

   「「「「管理標準管理標準管理標準管理標準」」」」とはとはとはとは････････････    

事業者がエネルギーの使用を合理化するにあたり、管理、計測・記録、保守・点検、新設

に当たっての措置等を行うため自ら定めるマニュアルのことです。 

  ①①①①第第第第１１１１種種種種エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー管理指定工場管理指定工場管理指定工場管理指定工場（エネルギー使用量が原油換算で 3,000KL/3,000KL/3,000KL/3,000KL/年以上年以上年以上年以上の工場）で

は･･･    

   ⅰ) 判断基準に沿ったエネルギー使用の合理化を行う義務 

   ⅱ)エネルギー管理者の選任義務 

   ⅲ)中長期計画の提出義務（特定事業者が提出する報告書に内訳として含める。） 

   ⅳ)エネルギー使用状況等の定期報告義務（同上） 

  ②②②②第第第第２２２２種種種種エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー管理指定工場管理指定工場管理指定工場管理指定工場（エネルギー使用量が原油換算で 1,500KL1,500KL1,500KL1,500KL / / / /年以上年以上年以上年以上 3,000KL/3,000KL/3,000KL/3,000KL/

年未満年未満年未満年未満の工場）では･･･    

   ⅰ)判断基準に沿ったエネルギー使用の合理化を行う義務 

   ⅱ)エネルギー管理者の選任義務 

   ⅲ)エネルギー使用状況等の定期報告義務（特定事業者が提出する報告書に内訳として含める） 

 

   省エネ法にはこのほか、輸送に係る措置、住宅・建築物に係る措置、機械器具に係る措置につ

いての規定があります。 

 

 

 

「「「「滋賀県低炭素社会滋賀県低炭素社会滋賀県低炭素社会滋賀県低炭素社会づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」（以下「条例」とします。） 

１．この条例は地球温暖化が深刻化する中で、琵琶湖の生態系への影響も懸念されることから健全

な経済の発展を図りながら、化石燃料に依存しない低炭素社会を実現することを目的にしていま

す。 

 事業者には、次のことが求められています。 

１）取組みすべき事項 

 ①事業活動におけるエネルギー使用量の把握 

 ②省エネルギー型機器の使用及び機器の効率的な使用 

 ③冷暖房時の適切な温度設定及び従業員の服装等への配慮 

 ④グリーン購入の推進 

 ⑤廃棄物の発生抑制等及び廃棄物処理における温室効果ガス排出抑制 

 

２）事業者行動計画の策定等（義務規定） 

① エネルギー使用量が原油換算 1,500KL／年以上の事業者は、低炭素社会づくりに係る取組み

２２２２．．．．滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにににに関関関関するするするする条例条例条例条例    



等に関する「事業者行動計画」を策定し、知事に提出する。 

 ②「事業者行動計画」の実施状況を記載した「事業者行動計画報告書」を作成し、知事に提出す 

る。 

 ③ 知事は提出された計画書、報告書を速やかに公表する。 

 ④ 中小規模事業者は「事業者行動計画書」を任意に作成、提出することができる。 

 

３）「事業者行動計画」に定める内容 

 ① 計画期間、基本方針、推進体制 

 ② 事業者自らが低炭素化のために行う施策（既存建物の建替え・改修等を含む）基準年度の排 

出量及び削減目標など。 

③ 他者の低炭素化に関すること 

省エネルギー製品の製造やサービスの提供により、それらを利用する人達の温室効果ガスの 

排出抑制になる取組みや削減される排出量など。 

 ④ その他の低炭素社会づくりに寄与する取組み 

  ⅰ)従業員の自動車通勤の抑制や店舗等における利用者の自動車利用を抑制する取組みなど。 

  ⅱ)再生可能エネルギーの利用、森林の保全整備、グリーン電力の購入など。 

 

 この条例の施行は平成２３年４月１日です。 

しかし、この条例の運用に必要な施行規則が、現在検討中で、推進計画策定などについては、平

成２４年４月１日までにおいて、規則で定める日から施行されます。 

 

                                   

 

 

  省エネルギーは、法や条例を遵守するだけでなく、活動を通じたコストの削減、従業員のやる気

の増進など、ますます重要な事項となってきています。このことから、今後、必要な情報を適宜提

供していきたいと考えています。少しでも皆様方の活動に役立てていただければ幸いです。 
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